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     未来をぼくらの手で 
 

市民参加型社会の構築を焦点として、2011年 12月につくば市

で立ち上げました。2016 年は二つのミッションを掲げて活動

しており、一つ目は今夏の参議院議員選挙の投票率を 60％以

上にすること、二つ目は今秋のつくば市長/市議会議員選挙の

投票率を 60％以上にする事です。よって選挙投票の意義や重

要性を皆様に伝える年にしていきます。勿論、選挙に関わる豊

富な情報発信も行いますので宜しくお願いします! 
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埼玉県出身２０歳 
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「未来をぼくらの手で」を 

16 歳の時に設立し現在、 

誰でも気軽に参加出来る 

まちづくりを目指して、 

頑張っています！ 
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！１８歳選挙権！ 

2016 年 7 月 10 日（予定） 

第二十四回参議院議員選挙！ 

2016 年 10 月 30 日（予定） 

つくば市長/市議会議員選挙！ 

Q,なんで選挙権年齢を

18 歳に引き下げたの？ 

A,選挙権年齢を１８歳に引き

下げた理由は、政府として日

本の未来を作り担う存在であ

る 10代にもより政治に参画し

てもらいたいと考えたから！

より早く選挙権を持たせれ

ば、社会の担い手であるとい

う意識を若いうちから持って

もらえるし、しっかりと政治

に関わる若者が増えてくれる

と考えたから！ 

Q,世界の選挙権年齢に

ついて知りたいな！！ 

 

A,世界の選挙権年齢大公開！！！ 

左が選挙権年齢で右がそれを実施して

いる国家です。 

25 歳 アラブ首長国連邦 

21 歳 オマーン/マレーシア/シ

ンガポール/モナコ 

20 歳 ナウル/カメルーン/ 

リヒテンシュタイン 

19 歳 ヨルダン/韓国 

18 歳 イタリア/ロシア/米国/ 

中国/フランス/マリ 

17 歳 東チモール/北朝鮮 

16 歳 ブラジル/オーストリア/ 

アルゼンチン/キューバ 

191 か国のうち 9 割が選挙権 18 歳!! 

豆知識！ 

東京都三鷹市では2004年に自治基

本条例で選挙権/被選挙権を 18 歳

にしようとしたんだって！ 

※勿論、公選法により実現できず。 

Q,18 歳選挙権で気を付

けるべきことは？？ 

 

A,18 歳選挙権を施行するにあたり、

以下の四点に注意してください！！ 

一、１７歳以下は、特定の候補者を当

選させるための活動である、「選挙運

動」をしてはいけません！ 

二、電子メールを使用した選挙運動を

してはいけません！ 

三、選挙管理委員会で認められた候補

者のビラやポスター以外は、配ったり

掲示したりしてはいけません！ 

四、選挙期間外に選挙運動をしてはい

けません！ 

 上記を守った上で、18 歳以上なら

ば自由に以下の事をできます！ 

一、自分で選挙運動メッセージを掲示

板やブログに書き込む！ 

二、選挙運動メッセージを SNS など

で広める！ 

三、選挙運動メッセージを動画投稿サ

イト等に投稿する！ 

◎公選法を守って楽しく選挙！ 


